
札幌市動物愛護管理推進協議会の位置づけについて

●札幌市動物愛護管理推進協議会について 

１  設置について 

札幌市動物の愛護及び管理に関する条例第28 条に基づき設置する附属

機関であり、動物の愛護及び管理に関する重要事項を調査審議するため、

札幌市が推進する計画・ 施策への意見、評価等を行う機関である。

２ 協議会の構成 

札幌市動物愛護管理のあり方検討委員会の構成委員（ 学識経験者、動物関

連事業者、関係団体、公募市民） を基本とし、多方面の有識者等を加える

こととした。

３ 協議会での審議・ 議論を予定している内容 

①札幌市動物愛護管理推進計画（ 仮称）（ 数値目標等を含む） の策定につ

いて【 付議事項】

②動物管理センターの機能強化について（ 動物愛護センター新設や新た

な機能について）【 付議事項】

③動物の愛護と管理に関する施策の推進についての評価・ 助言・ 提案等
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条例及び規則における位置づけ

●札幌市動物愛護管理推進協議会の条例等における位置づけについて 

(1) 札幌市動物の愛護及び管理に関する条例（ 抜粋）  

（ 札幌市動物愛護管理推進協議会）  

第２８条 市長の諮問に応じ、動物の愛護及び管理に関する重要事項を調査審議す

るため、札幌市動物愛護管理推進協議会（ 以下「 協議会」 という。） を置く 。  

２  協議会は、市長が委嘱する委員１５人以内をもって組織する。  

３  委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が

委嘱する。  

４  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。  

５  委員は、再任されることができる。  

６  特別の事項を調査審議するため必要があると認める場合は、第２項の委員のほ

かに、協議会に臨時委員を置く ことができる。  

７  協議会に、必要に応じ、部会を置く ことができる。  

８  前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長

が定める。  

(2)  札幌市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（ 抜粋）  

第３章 札幌市動物愛護管理推進協議会 

（ 会長及び副会長）  

第１５条 札幌市動物愛護管理推進協議会（ 以下「 協議会」 という。） に会長及び副

会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。  

４  会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指

名する委員がその職務を代理する。  

（ 臨時委員）  

第１６条 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちか

ら、市長が委嘱する。  

２  臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了したとき

は、委嘱を解かれたものとみなす。  

（ 会議）  

第１７条 協議会の会議は、会長が招集する。  

２  会長は、会議の議長となる。  
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条例及び規則における位置づけ

３ 会議は、委員（ 議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。） の過半

数が出席しなければ、これを開く ことができない。  

４  会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。  

（ 意見の聴取等）  

第１８条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意

見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。  

（ 部会）  

第１９条 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。  

２  部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。  

３  部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。  

４  部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会の委員のうちから

あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。  

５  前２条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの

規定中「 協議会」 とあるのは「 部会」 と、第１７条第１項及び第２項中「 会長」

とあるのは「 部会長」 と読み替えるものとする。  

（ 庶務）  

第２０条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。  

（ 運営事項）  

第２１条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定める。  






